
範
囲
内
で
時
間
単
位
の
取
得
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

•
各
種
休
暇
制
度
の
導
入
や
就
業

規
則
の
見
直
し
、
助
成
金
の
活

用
等
の
無
料
支
援
に
つ
い
て

　
長
野
働
き
方
改
革

推
進
支
援
セ
ン
タ
ー

０
１
２
０（
０
８
８
）７
０
３（
通
年
）

•
そ
の
他

　
長
野
労
働
局

　
雇
用
環
境
・
均
等
室

０
２
６（
２
２
３
）０
５
５
１

　
計
画
的
な
業
務
運
営
や
休
暇
の

分
散
化
に
も
役
立
つ
年
次
有
給
休

暇
の
計
画
的
付
与
制
度（
※
１
）や
、

労
働
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
応

じ
た
柔
軟
な
働
き
方
・
休
み
方
に

役
立
つ
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休

暇（
※
２
）を
活
用
し
て
、
働
き

方
・
休
み
方
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

※
１　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日

数
の
内
、
５
日
を
除
い
た
残
り

の
日
数
に
つ
い
て
は
、
労
使
協

定
を
締
結
す
れ
ば
、
計
画
的
に

取
得
日
を
割
り
振
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
で
す
。

※
２　
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
は

原
則
１
日
単
位
で
す
が
、
労
使

協
定
を
締
結
す
れ
ば
年
５
日
の

　
町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
無
料
法

律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
債
務

や
相
続
、
契
約
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
方
は
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
完
全
予
約
制
で
す
。
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時

　
６
月
４
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

相
談
会
場

　
役
場
２
階
相
談
室
５

　
（
控
室 

役
場
２
階
会
議
室
２
）

申
込
時
間

　
午
前
８
時
30
分～

午
後
５
時
15
分

　
（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

申
込
締
め
切
り　
５
月
27
日（
水
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
４
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
30
分
程
度

そ
の
他　

　
相
談
内
容
に
よ
っ
て
は
、
利
益

相
反
の
事
情
か
ら
相
談
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課
行
政
係（

32
）３
１
１
１

　
県
内
在
住
で
障
が
い
の
あ
る
12

歳
以
上（
令
和
８
年
４
月
１
日
時

点
）の
方
を
対
象
に「
長
野
県
障

が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」が
９
月

に
長
野
県
内
各
地
で
開
催
さ
れ

ま
す
。
参
加
費
は
無
料
で
す
の
で
、

ご
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

※
会
場
等
の
詳
細
は
長
野
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
農
産
物
や
食
品
の
パ
ッ
ク
詰
め
、

学
校
で
の
体
重
測
定
な
ど
、
取

引
・
証
明
に
使
用
す
る
特
定
計
量

器（
は
か
り
）は
、
計
量
法
第
19

条
の
規
定
に
よ
り
、
２
年
に
１
回

の
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
御
代
田
町
を
対
象

と
し
た
定
期
検
査
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
該
当
す
る
事
業
所
の
皆
さ
ま

は
、
特
定
計
量
器（
は
か
り
）を

持
参
し
、
必
ず
検
査
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。　

日
時　
５
月
26
日（
火
）

　
午
前
11
時
～
正
午

　
午
後
１
時
～
２
時
30
分

場
所　
役
場
西
側
玄
関
前

問
い
合
わ
せ
先

　
産
業
経
済
課
商
工
観
光
係

（
32
）３
１
１
３

　
長
野
県
計
量
検
定
所

０
２
６
３（
４
７
）４
０
０
６

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ　

年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て

無
料
法
律
相
談
会
を

開
催

「
長
野
県
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
」

（
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
長
野
県
代
表
選
考
大
会
）

参
加
者
を
募
集

特
定
計
量
器（
は
か
り
）定
期
検
査
の
実
施
に
つ
い
て

年次有給休暇
取得促進
特設サイト

実
施
競
技

　

陸
上
、
水
泳
、
卓
球
・
サ
ウ

ン
ド
テ
ー
ブ
ル
テ
ニ
ス
、
ボ
ッ

チ
ャ
、
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
フ
ラ

イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
、
ボ
ウ
リ
ン

グ
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
バ

レ
ー
ボ
ー
ル

※
令
和
８
年
度
か
ら
陸
上
競
技
、水

泳
に
お
い
て
、「
ダ
ウ
ン
症
」「
低

身
長
」の
区
分
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

申
込
方
法

　
所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
役
場
保
健
福
祉
課（
１

階
５
番
窓
口
）へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
申
込
書
は
長
野
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
い
た
だ

く
か
、
役
場
保
健
福
祉
課
福
祉
係

で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

申
込
期
間

　
６
月
11
日（
木
）ま
で

問
い
合
わ
せ
先

　
長
野
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

０
２
６（
２
３
５
）７
１
０
８

　
皆
さ
ま
が
お
住
ま
い
の
地
域
に

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」と
呼
ば

れ
る
方
が
い
る
の
を
ご
存
じ
で
す

か
？

　
当
町
に
は
、
各
区
か
ら
選
出
さ

れ
た
民
生
委
員
33
名
と
主
任
児
童

委
員
2
名
の
、
計
35
名
の
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非

常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
。
社
会

福
祉
の
増
進
の
た
め
に
地
域
住
民

の
立
場
か
ら
、
生
活
や
福
祉
全
般

に
関
す
る
相
談
・
援
助
活
動
を
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
委

員
を
兼
ね
て
い
る
た
め
、「
民
生

児
童
委
員
」と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、

地
域
の
子
ど
も
た
ち
が
元
気
に
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
子
ど
も

た
ち
の
見
守
り
や
、
保
護
者
の
子

育
て
に
関
す
る
不
安
、
妊
娠
中
の

心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
支
援
も
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
1
0
0
年
を

超
え
る
歴
史
あ
る
制
度
で
す
。
大

正
6
年
5
月
12
日
の
民
生
委
員
制

度
の
も
と
と
な
る
済
世
顧
問
制

度
を
定
め
た
岡
山
県
済
世
顧
問
制

度
設
置
規
程
の
公
布
日
に
ち
な
み
、

5
月
12
日
を「
民
生
委
員
・
児
童

委
員
」の
日
と
し
て
い
ま
す
。
ま

5
月
12
日
は「
民
生
委
員・児
童
委
員
の
日
」で
す

た
、
5
月
12
日
か
ら
18
日
ま
で
の

1
週
間
を「
活
動
強
化
週
間
」と

し
て
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
町
の

民
生
児
童
委
員
協
議
会
で
は
、
通

学
児
童
の
見
守
り
活
動
を
し
て
い

ま
す
。

　　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
は
、

民
生
委
員
法
に
基
づ
き
守
秘
義
務

が
課
さ
れ
て
お
り
、
活
動
は
、
地

域
の
皆
さ
ま
と
の
信
頼
関
係
を
基

盤
と
し
て
成
立
し
ま
す
。
誰
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

し
て
い
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員

に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
活

動
へ
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は

身
近
な
相
談
役
で
す

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
担

当
の
区
域
で
支
援
を
必
要
と
す
る

方
々
と
町
な
ど
の
関
係
機
関
を
つ

な
ぐ「
パ
イ
プ
役
」で
す
。
お
困

り
の
と
き
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
福
祉
課
福
祉
係

（
32
）6
5
2
2

　
人
権
擁
護
委
員
制
度
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
が
、
地
域

の
中
で
人
権
尊
重
思
想
を
広
め
、

住
民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ

う
に
配
慮
し
、
人
権
を
擁
護
し

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う

考
え
方
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、

現
在
、
約
１
４
，
0
0
0
名
の
人

権
擁
護
委
員
が
、
全
国
の
市
町
村

に
配
置
さ
れ
、
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で

は
、
人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ

れ
た
日（
昭
和
24
年
6
月
1
日
）を

記
念
し
て
、
毎
年
6
月
1
日
を

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」と
定
め
、

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
す
る
な

ど
、
人
権
に
関
す
る
啓
発
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す

人
権
擁
護
委
員
の
活
動
と
役
割

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
あ
な
た
の

街
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
い
た

し
ま
す
の
で
、
困
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

人
権
相
談
連
絡
先

　
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
0
5
7
0（
0
0
3
）1
1
0

　
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

0
1
2
0（
0
0
7
）1
1
0

特
設
人
権
な
ん
で
も
相
談
所
を
開

設
し
ま
す

　
6
月
1
日
の「
人
権
の
日
」に
あ

わ
せ
て
、
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
家
庭
内
の
問
題
、
近
隣
の
も
め

ご
と
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る

問
題
、
い
じ
め
と
い
っ
た
子
ど
も

の
問
題
な
ど
、
暮
ら
し
の
中
で
の

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
予
約

不
要
、　
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守
）

日
時

　
6
月
7
日（
日
）

　
　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

場
所

　
⑴
御
代
田
町

　
　
ハ
ー
ト
ピ
ア
み
よ
た

　
⑵
佐
久
市　
浅
間
会
館

　
⑶
小
海
町　
小
海
町
役
場

　
⑷
小
諸
市

　
　
　
　
小
諸
市
人
権
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
先　

　
長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局
内

　
佐
久
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

事
務
局

0
2
6
7（
67
）2
2
7
2

　

モ
ル
ッ
ク
と
は
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
の
カ
レ
リ
ア
地
方
の
伝
統

的
な
ゲ
ー
ム
を
元
に
開
発
さ
れ
た

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
一
種
で
す
。

ピ
ン
を
倒
す
と
こ
ろ
は
ボ
ー
リ
ン

グ
、
交
互
に
投
げ
合
っ
て
点
数
を

競
っ
た
り
、
得
点
を
邪
魔
し
た
り

す
る
の
は
カ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
で

す
。
10
月
12
日
に
は
ス
ポ
ー
ツ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
内
で
モ
ル
ッ
ク

大
会
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の

機
会
に
ぜ
ひ
体
験
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

令
和
８
年
６
月
１
日
現
在
で

「
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」が

実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
全
国
す
べ
て
の

事
業
所
お
よ
び
企
業
が
対
象
に
な

り
ま
す
。

　
４
月
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答

用
の
調
査
書
類
が
郵
送
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
未
回
答
の
事
業

所
や
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
に

は
、
５
月
に
都
道
府
県
知
事
が
任

モ
ル
ッ
ク
体
験
会
を
開
催
し
ま
す

事
業
所
お
よ
び
企
業
の
皆
さ
ま
へ

「
令
和
８
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
活
動
調
査
」を

実
施
し
ま
す

命
す
る
調
査
員
が
お
伺
い
し
て
紙

の
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ご
回
答
い
た
だ
く

か
、
記
入
し
た
紙
の
調
査
票
を
調

査
員
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
企
画
係

（
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）3
1
1
2

モ
ル
ッ
ク
体
験
会

日
時　
５
月
17
日（
日
）

　
　
　
午
前
10
時
～
正
午

場
所　
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

参
加
費　
無
料

対
象　
町
内
在
住
在
勤
の
方

持
ち
物　
飲
み
物（
水
分
補
給
用
）

募
集
人
員　
30
人
程
度

申
込
期
限　
５
月
13
日（
水
）

申
込
方
法　

Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン

タ
ー
に
直
接
ま
た
は
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

（
32
）６
１
１
４
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